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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月22日(2018.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　全体として、自由軸により、カーペット部材を操作することで車輪軸２４が傾いたとき
であっても、カーペット部材は平坦でかつ地面に対して平行に保たれる。第２および第３
の自由軸６６，６８は、カーペット部材１４の重心に取り付けられることにより、自動的
にカーペット部材１４がバランスと水平性を保つことを可能にしている。
　なお本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
〔態様１〕
　ハンドル（１２）と、前記ハンドル（１２）に接続された車輪（１６）と、前記車輪（
１６）に接続され、かつガスセンサ（１８）に接続された嗅気口（２８）を備える平坦な
カーペット部材（１４）とを備える、地下のガス管におけるガス漏洩を検知するためのカ
ーペットプローブにおいて、
　前記車輪（１６）がカーペットプローブが備えるただ一つの車輪（１６）であり、地面
上を転がるように構成されていることを特徴とする、カーペットプローブ。
〔態様２〕
　態様１に記載のカーペットプローブであって、前記車輪（１６）は、前記ハンドル（１
２）および／または前記カーペット部材（１４）が接続された車軸（２４）に取り付けら
れている、カーペットプローブ。
〔態様３〕
　態様２に記載のカーペットプローブであって、前記ハンドル（１２）は、フォーク（２
０）または他の接続要素を介して前記車輪（１６）の両側または片側に接続されているカ
ーペットプローブ。
〔態様４〕
　態様３に記載のカーペットプローブであって、回転条件において、前記フォーク（２０
）は前記車軸（２４）の周りで回転可能であり、前記フォーク（２０）および前記車軸（
２４）間の相対回転を制限する係止機構（３２）が発動する係止条件に移行させることが
可能である、カーペットプローブ。
〔態様５〕
　態様２に記載のカーペットプローブであって、前記カーペット部材（１４）は可撓性を
有し、前記カーペット部材（１４）を支持するフレーム部材（２６）を介して前記車軸（
２４）に接続されている、カーペットプローブ。
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〔態様６〕
　態様５に記載のカーペットプローブであって、前記フレーム部材（２６）は、前記車輪
（１６）の両側または片側で前記車軸（２４）に接続された弓状部材または他の接続部材
である、カーペットプローブ。
〔態様７〕
　態様５または６のいずれか一態様に記載のカーペットプローブであって、回転条件にお
いて、前記フレーム部材（２６）は前記車軸（２４）の回りで回転可能であり、前記フレ
ーム部材と前記車軸（２４）間の相対回転を制限する前記係止機構（３２）が発動する係
止条件へと移行可能である、カーペットプローブ。
〔態様８〕
　態様４または７のいずれか一態様に載のカーペットプローブであって、前記係止機構（
３２）は、係止条件において、前記ハンドル（１２）と前記カーペット部材（１４）の相
対回転を制限するように構成されている、カーペットプローブ。
〔態様９〕
　態様４，７または８のいずれか一態様に記載のカーペットプローブであって、前記車軸
（２４）に対する前記ハンドル（１２）の特定の回転位置で、前記ハンドル（１２）を前
記車輪（１６）から離れる方向に引っ張ることによって前記係止機構（３２）が発動する
ように構成されている、カーペットプローブ。
〔態様１０〕
　態様４または７～９のいずれか一態様に記載のカーペットプローブであって、前記係止
機構（３２）が、前記フォーク（２０）または前記フレーム部材（２６）のぞれぞれにピ
ン（３４）を備え、前記車軸（２４）に孔（３６）を備え、またはピンと孔の設置される
部材がその逆である、カーペットプローブ。
〔態様１１〕
　態様４または７～９のいずれか一態様に記載のカーペットプローブであって、前記係止
機構（３２）が、前記車軸（２４）における第１の平坦な係合面（４０）と、前記フォー
ク（２０）または前記フレーム部材（２６）における第２の平坦な係合面（４２）をそれ
ぞれ備え、前記２つの係合面が回転条件においては係合せず、前記係止機構（３２）が係
止される条件となると、すべり係合される、カーペットプローブ。
〔態様１２〕
　態様３～９のいずれか一態様に記載のカーペットプローブであって、前記フォーク（２
０）が前記車輪（１６）の両側で前記車軸（２４）と係合することを特徴とする、カーペ
ットプローブ。
〔態様１３〕
　態様１～１２のいずれか一態様に記載のカーペットプローブであって、前記カーペット
部材（１４）および／または前記ハンドル（１２）は、前記車輪（１６）に対し着脱自在
であり、および／または前記ガスセンサ（１８）が前記ハンドル（１２）に対し、着脱自
在に接続されている、カーペットプローブ。
〔態様１４〕
　態様１～１３のいずれか一態様に記載のカーペットプローブであって、前記カーペット
部材（１４）が、前記カーペット部材（１４）の中心またはその近傍で前記カーペット部
材（１４）を支持する前記フレーム部材（２６）に接続されていることを特徴とする、カ
ーペットプローブ。
〔態様１５〕
　態様１～１４のいずれか一態様に記載のカーペットプローブであって、前記カーペット
部材（１４）および前記車輪（１６）間の接続部が、少なくとも２つの互いに直交する自
由軸（６２，６６，６８）を備える、カーペットプローブ。
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